
議案第８４号 

 
 
 

令和５年度中央市一般会計補正予算（第７号） 

 
 
 令和５年度中央市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３０，８９９千円を追加し、歳入歳出予 
 
算の総額を歳入歳出それぞれ１６，３１４，２２８千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 













議案第８５号 

 
 
 

令和５年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和５年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ４２９，５３０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８６号 

 
 
 

令和５年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和５年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５９千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ２，４１２，５６７千円とする。 
 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８７号 

 
 
 

令和５年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和５年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ 
 
による。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３６千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 

を歳入歳出それぞれ１１，７６８千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 













議案第８８号 

 

令和５年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和５年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和５年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益  ８０５，７３２千円     １２３千円  ８０５，８５５千円 

第２項 営業外収益      ５０２，７６０千円     １２３千円  ５０２，８８３千円 

   

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用  ８０５，７３２千円     １２３千円  ８０５，８５５千円 

  第１項 営業費用      ７０５，５７８千円      １２３千円  ７０５，７０１千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費     ３０，５５５千円      １２３千円   ３０，６７８千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第４条 予算第９条中「４０９，９６１千円」を「４１０，０８４千円」に改める。 

  



議案第８９号 

 

令和５年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第３号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和５年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和５年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２５７，０５１千円    ３２２千円  ２５７，３７３千円 

   第２項 営業外収益      ２１６，０５１千円     ３２２千円  ２１６，３７３千円 

 

支   出 

            （科  目）     （既決予定額）      （補正予定額）       （計） 

 第１款 農業集落排水事業費用 ２５７，０５１千円    ３２２千円  ２５７，３７３千円 

  第１項 営業費用      ２４１，５９１千円     ３２２千円  ２４１，９１３千円 

   

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費     １２，１５８千円      ３２２千円   １２，４８０千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第４条 予算第９条中「１６３，５０７千円」を「１６３，８２９千円」に改める。 


